
平
成
三
十
年
十
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

二

号

国
民
の
理
解
や
納
得
を
得
ず
に
政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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国
民
の
理
解
や
納
得
を
得
ず
に
政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
三
十
年
十
月
十
二
日
に
、
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
（
以
下
、
本
件
閣
僚

会
議
と
い
う
。
）
を
開
催
し
、
外
国
人
材
の
受
入
れ
を
進
め
る
た
め
の
、
「
『
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
』
及
び
『
法
務

省
設
置
法
』
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
骨
子
に
つ
い
て
（
以
下
、
「
骨
子
」
と
い
う
。
）
、
を
議
論
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

安
倍
総
理
は
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日
の
国
家
基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査
会
で
、
移
民
政
策
の
定
義
に
つ
い
て

は
、
「
例
え
ば
、
国
民
の
人
口
に
比
し
て
一
定
程
度
の
ス
ケ
ー
ル
の
外
国
人
及
び
そ
の
家
族
を
期
限
を
設
け
る
こ
と
な
く
受

け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
政
策
」
と
答
弁
（
以
下
、
移
民
政
策
の
総
理
答
弁
と
い
う
。
）

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
答
弁
を
踏
ま
え
れ
ば
「
移
民
」
の
定
義
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
本
件
閣
僚
会
議
で
議

論
さ
れ
た
「
骨
子
」
で
言
及
さ
れ
て
い
る
、
特
定
技
能
二
号
と
は
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
っ
て
い
ま
す
か
。

二

政
府
が
認
識
し
て
い
る
国
連
の
「
移
民
」
の
定
義
を
示
し
て
下
さ
い
。

三

特
定
技
能
二
号
で
日
本
に
家
族
を
帯
同
し
、
永
住
を
許
可
さ
れ
た
外
国
人
に
つ
い
て
、
政
府
は
「
移
民
」
と
認
識
し
ま
す

か
。

一



四

特
定
技
能
二
号
で
日
本
に
家
族
を
帯
同
し
、
永
住
を
許
可
さ
れ
、
老
後
、
亡
く
な
る
ま
で
日
本
に
在
留
し
た
外
国
人
労
働

者
に
つ
い
て
、
政
府
は
「
移
民
」
と
認
識
し
ま
す
か
。

五

本
件
閣
僚
会
議
で
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
制
度
に
よ
っ
て
受
入
れ
る
外
国
人
労
働
者
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
大
き
く
、
ま

た
、
制
度
導
入
の
目
的
が
、
深
刻
化
す
る
人
手
不
足
に
よ
る
、
我
が
国
の
経
済
・
社
会
基
盤
の
持
続
可
能
性
を
阻
害
す
る
可

能
性
に
対
応
す
る
こ
と
に
あ
れ
ば
、
移
民
政
策
の
総
理
答
弁
に
照
ら
し
、
事
実
上
の
移
民
政
策
に
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。

六

移
民
政
策
の
総
理
答
弁
で
は
、
移
民
政
策
に
つ
い
て
例
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
例
示
さ
れ
た
定
義
の
出
処
を
示
し
て
下

さ
い
。
ま
た
、
こ
の
定
義
に
あ
て
は
ま
る
移
民
政
策
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
ど
こ
の
国
の
ど
の
よ
う
な
制
度
で
す
か
。
把
握

し
て
い
る
事
例
を
示
し
て
下
さ
い
。

七

政
府
の
認
識
と
し
て
、
世
界
の
中
で
「
移
民
」
を
受
入
れ
て
い
る
の
は
、
ど
こ
の
国
の
ど
の
よ
う
な
制
度
で
す
か
。
把
握

し
て
い
る
事
例
を
示
し
て
下
さ
い
。

右
質
問
す
る
。

二


